令和８年３月　日　
事業者の皆様へ
財政課　契約管財班


契約事務に係る見積書の押印省略について

令和８年４月１日以降の契約事務に係る見積書について、一定の要件を満たすことで押印を省略できる取り扱いとしますので、お知らせします。

記

１．押印を省略できる要件
見積書に「①発行責任者」及び「②担当者」に関する事項を追記する。
※①と②は同一人物でも可とする。
＊　発行責任者：事業所における権限者または権限受任者（代表取締役、支店長・営業所長等）
＊　担当者：見積を依頼した取引に関する事務担当者

２. 提出方法
①押印がある見積書
これまで同様の取扱い(1.の①②の記載不要)になるので、持参・郵送により提出する。
②押印省略の要件を満たした見積書
　　　　電子メール（ＰＤＦ形式）、ファックスにより提出する。
※電子メールを活用する場合は、押印があっても押印省略と同じ取扱いになるので、1.の省略要件（発行責任者等の記載）を満たしてから送信すること。

３. 適用年月日
令和８年４月１日以降に提出する見積書から適用する。

４. その他
    ・法令等により押印を規定しているものは除外する。
　　　・委任状、入札書その他の重要書類は引き続き押印を求める。
